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区
議
会
に
お
い
て
一
番
町
の
お
ひ

さ
ま
広
場
を
含
む
麹
町
保
育
園
旧

園
舎
跡
地
に
、新
た
な
保
育
園
を

整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
活
発
な
議

論
が
続
い
て
い
ま
す
。

●
最
大
の
論
点
は
？

①
保
育
園
の
待
機
児
童
解
消
と
、こ

れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の

こ
と
を
第
一に
、区
立
麹
町
保
育
園

は
存
続
さ
せ
、お
ひ
さ
ま
広
場
を
含

む
麹
町
保
育
園
旧
園
舎
跡
地
に
、

区
内
で
６
園
目（
麹
町
地
区
で
４
園

目
）と
な
る
保
育
園
を
新
設
す
る
べ

き
か
。

②
現
在
の
麹
町
保
育
園
の
保
護
者

の
要
望
を
踏
ま
え
、三
番
町
に
移
転

し
て
い
る
区
立
麹
町
保
育
園
を
元

あ
っ
た
場
所
で
あ
る一番
町
に
戻
し
、

保
育
園
の
新
設
は
断
念
す
る
べ
き

か
、で
す
。

【
主
張
１
】

保
育
園
の
待
機
児
童
解
消
を

最
優
先
に
考
え
る
べ
き
。

　
一番
町
の
お
ひ
さ
ま
広
場
を
含
む

麹
町
保
育
園
旧
園
舎
跡
地
は
、麹

町
小
学
校
の
通
学
区
域
内
に
あ
り
、

０
～
５
歳
の
子
ど
も
の
数
が
、区
立

小
学
校
の
中
で
最
も
多
い
４
５
０
人

い
ま
す
。ま
た
、一番
町
地
区
だ
け
で

１
９
２
人
の
子
ど
も
が
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
の
約
半
数
は
、保
育
園

に
入
園
を
希
望
さ
れ
る
方
と
推
測

さ
れ
ま
す
。子
ど
も
の
数
が
最
も
多

い
地
域
に
、待
機
児
童
解
消
の
た
め

の
保
育
園
を
整
備
す
る
の
は
当
然

で
す
。

【
主
張
２
】

保
育
園
は
自
宅
に
近
い
場
所
に

整
備
す
べ
き
。

千代田区自民党の嶋崎秀彦幹事長と、自民
党東京都第一選挙区支部長の山田みきさ
んが、「日本再生に向けて政治が果たすべき
役割」について語り合いました。
自民党の一般公募で新しく支部長に就任し
た山田みきさんは、『日本経済の再生のため
には、ビジネスや行政の最前線で働く若い人
達の声を政治に反映すべき』、『霞が関で９
年、民間企業で７年働いた経験を国政に最
大限活かしていきたい』と抱負を述べました。
嶋崎幹事長は、『国が経済成長の大きな方
向性をつくるのと同時に、千代田区政では、
景気の好転を実感できるよう、区民の生活
に密着した施策を進めたい』、『東京の中心
である千代田区が日本の再生を牽引してい
きたい』と語られ、『将来を担う若い世代の
一人として、大いに期待したい』とエールを送
りました。

文字通り、区民の生活に一番身近な行政
サービスを所管する委員会です。生活の分
野では町会や地域コミュニティ、商工振興、
観光、文化、スポーツ。福祉分野では高齢
者や障害者の皆様の福祉サービスの充実、
そして医療や健康など、日々の暮らしに密
着した議論をしています。
昨年来、議論してきた課題の一つに保養
施設の検討があります。湯河原の保養施
設の契約に端を発し、今後さらに議論を深
めていく必要があると思っています。
商工観光では「商工振興基本計画」をより
具現化していく議論をしてまいります。観光
で訪れるお客様に、より千代田区の魅力を
知ってもらい、商工振興に結び付けられる
ような、新味のある提案をしてまいります。
福祉のサービスのチェックは勿論ですが、
例えば私も含め高齢者が千代田区に住ん
でよかったと実感でき、より元気に社会参
加ができる様な施策提案を区民代表であ
る委員の側からしてまいります。

今定例会では、継続審査１件を含めた５件
の議案及び陳情４件について審査を行い
ました。主な議案は、災害対策用備蓄物資
の購入や区立スポーツセンターの内部改
修工事請負契約などです。
災害対策用備蓄物資の審査については、
区防災対策の見直しにより、従来の９千人
分の備蓄を、学校や保育園、出張所などの
利用者分も備蓄することとし、１万８千人分
に対応できる物資を備蓄することなどが明
らかになりました。
各行政委員の報酬に関する議案を除く議
案４件は全員賛成で可決すべきと採決され
ました。また、東松下町計画や通学路の安
全対策に関する陳情は審査の結果、継続
して調査することになりました。以上が、今
定例会での雑駁な報告です。
今後も、当委員会では区の政策やまちづく
りについて精力的に議論を行い、区民目線
での課題解決に向け真摯に取り組んでま
いります。

審査を付託された議案の1件は「外国人登
録法の廃止及び住民基本台帳法の改正
に伴う、次世代育成に係る手当に関する
条例」、「子ども医療費助成条例」及び「高
校生等医療費助成条例」の各条例につい
て住所要件の規定を整備するものです。
もう1件は「東京都暴力団排除条例」の制
定に伴い、区としても基本理念を定め、区
民等の安全で平穏な生活の確保及び事
業活動の健全な発展に寄与することを目
的とした新たな条例を定めるものです。暴
力団排除活動は区や区民等及び警察等
との連携協力で推進していくとの基本理
念のもと行政対象暴力の排除、区の契約
等からの排除、公の施設や補助金等の利
用・受給の拒否、区民等に対する支援等に
ついて規定しております。同時に適用に当
たっては区民等の権利を不当に侵害するこ
とのないよう留意することとしています。
質疑を終了し採決を行った結果、2議案は
共に賛成全員で可決すべきものと決定いた
しました。
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保
育
園
へ
の
通
園
に
は
、保
護
者

の
送
迎
が
必
要
で
す
。ま
た
、子
ど

も
の
通
園
負
担
を
考
え
れ
ば
、「
自

宅
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
保
育

園
に
入
園
し
た
い
」と
思
う
の
は
、

保
護
者
や
子
ど
も
の
切
な
る
願
い

と
考
え
て
い
ま
す
。ま
た
、保
育
園

卒
園
後
、小
学
校
に
進
学
す
る
際
、

仲
の
良
い
友
達
同
士
で
同
じ
小
学

校
に
進
学
し
た
い
と
思
う
こ
と
も

当
然
で
し
ょ
う
。

　

現
在
、麹
町
小
学
校
の
通
学
区

域
内
に
は
認
可
保
育
園
が
１
園
も

あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
た
め
、一
番
町
の

お
ひ
さ
ま
広
場
を
含
む
麹
町
保
育

園
旧
園
舎
跡
地
に
一
刻
も
早
く
保

育
園
を
整
備
す
る
こ
と
が
、地
域
の

保
護
者
や
子
ど
も
の
た
め
に
必
要

で
す
。

【
主
張
３
】

一番
町
と
三
番
町
に
保
育
園
は

２
園
必
要
。麹
町
保
育
園
は
、

三
番
町
の
現
在
地
で

区
立
区
営
の
保
育
園
と
し
て

存
続
さ
せ
る
べ
き
。

　

区
立
麹
町
保
育
園
は
、平
成
20

年
５
月
に
、三
番
町
に
園
舎
を
建
設

し
移
転
し
て
い
ま
す
。建
設
費
は
約

２
億
円
、ま
だ
４
年
し
か
経
っ
て
い

ま
せ
ん
。麹
町
保
育
園
を
元
あ
っ
た

場
所
で
あ
る一
番
町
に
戻
し
て
ほ
し

い
と
い
う
保
護
者
の
要
望
は
理
解

で
き
ま
す
が
、麹
町
保
育
園
を
一
番

町
に
戻
せ
ば
、そ
の
後
の
建
物
は
法

令
の
規
定
に
よ
り
取
り
壊
す
以
外

に
方
法
は
な
く
、建
設
費
が
無
駄
に

な
る
ば
か
り
か
、三
番
町
に
保
育
園

が
な
く
な
って
し
ま
い
ま
す
。

　

三
番
町
は
、０
～
５
歳
の
子
ど
も

の
数
が
１
３
８
人
と
、一
番
町
に
次
い

区民の皆様が、
より元気になる議論
をしていきます！

新たな希望が持てるような
街づくり・環境整備に向けて
邁進します！

千代田区の人口は
住民基本台帳法の改正に
より５万人を超えました！

で
多
い
地
区
で
す
。麹
町
保
育
園
が

一
番
町
に
移
転
し
て
し
ま
う
と
、今

度
は
、三
番
町（
九
段
小
学
校
通
学

区
域
）の
保
育
需
要
を
満
た
す
こ
と

が
で
き
な
く
な
って
し
ま
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
数
の
多
い一
番
町
と
三

番
町
の
２
つ
の
場
所
に
保
育
園
を
整

備
し
な
い
限
り
、保
育
園
の
待
機
児

童
問
題
は
解
消
し
な
い
と
考
え
ま

す
。麹
町
保
育
園
は
三
番
町
の
現

在
地
で
区
立
保
育
園
と
し
て
存
続

さ
せ
た
上
で
、ど
う
し
て
も
、一
番
町

の
新
た
な
保
育
園
に
転
園
を
希
望

す
る
保
護
者
に
は
、転
園
可
能
な
仕

組
み
を
講
じ
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。

【
主
張
４
】

お
ひ
さ
ま
広
場
は

保
育
園
児
の
た
め
に

活
用
す
べ
き
。

　

お
ひ
さ
ま
広
場
は
、麹
町
保
育

園
の
隣
接
地
で
の
ビ
ル
建
設
問
題

を
契
機
に
17
億
円
を
支
払
っ
て
区

が
取
得
し
た
土
地
で
す
。だ
か
ら
こ

そ
、新
保
育
園
の
園
舎
敷
地
や
園

庭
と
し
て
子
ど
も
の
た
め
に
活
用
す

べ
き
で
す
。あ
わ
せ
て
、園
庭
と
し

て
使
用
し
な
い
時
は
、地
域
活
動
や

災
害
時
等
の
避
難
場
所
と
し
て
も

使
用
可
能
な
よ
う
に
整
備
す
べ
き

で
す
。

　

お
ひ
さ
ま
広
場
を
全
部
残
し
て

欲
し
い
と
い
う
要
望
も
伺
っ
て
い
ま

す
が
、地
域
の
子
ど
も
の
た
め
に
活

用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ご
理
解
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
主
張
５
】

保
育
園
の
定
員
は
、

規
模
優
先
で
は
な
く
、ゆ
と
り
あ
る

保
育
環
境
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
！

　

区
で
は
、当
初
、待
機
児
童
解
消

の
た
め
、大
規
模
保
育
園
を
整
備

す
る
方
針
で
し
た
。し
か
し
、保
育

園
は
、園
児
が
一日
の
大
半
を
過
ご

す
生
活
の
場
で
す
。保
育
園
整
備

に
あ
た
っ
て
は
、ゆ
と
り
あ
る
保
育

小林やすお議長

環
境
の
確
保
を
最
優
先
に
、待
機

児
童
解
消
に
寄
与
で
き
る
定
員
を

設
定
す
る
べ
き
で
す
。

　

た
と
え
ば
、お
ひ
さ
ま
広
場
の
６

割
に
相
当
す
る
約
４
０
０
㎡
程
度
の

園
庭
を
確
保
し
た
上
で
、ゆ
と
り
あ

る
保
育
環
境
を
考
慮
す
れ
ば
、３
～

４
階
建
で
定
員
１
２
０
～
１
５
０
名

程
度
の
定
員
設
定
が
可
能
と
考
え

ら
れ
ま
す
。こ
れ
を
目
安
に
、０
～

５
歳
児
の
年
齢
別
定
員
を
工
夫
す

る
な
ど
、地
域
の
保
育
需
要
に
最
大

限
応
え
る
べ
き
で
す
。

【
主
張
６
】

新
た
な
保
育
園
は

（
仮
称
）区
立一番
町
保
育
園
と
し
、

運
営
の
み
民
営
と
す
べ
き
。

　

区
立
保
育
園
の
開
園
時
間
は
、

原
則
午
後
７
時
半
ま
で
で
す
が
、区

内
で
た
っ
た
１
園
し
か
な
い
私
立
保

育
園（
ア
ス
ク
二
番
町
保
育
園
）は
、

開
園
時
間
を
午
後
９
時
ま
で
延
長

す
る
独
自
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
ま
す
。仕
事
が
忙
し
く
、早
く
帰

宅
し
た
く
て
も
帰
宅
で
き
な
い
保

護
者
に
と
っ
て
、こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス

は
大
き
な
安
心
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
質

や
内
容
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、 

生活福祉委員会
環境文教委員会

企画総務委員会

民
営
方
式
は
必
要
で
す
。

　

同
時
に
、区
が
責
任
を
も
っ
て
設

置
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
す
。 

一
番
町
に
建
設
す
る
新
た
な
保
育

園
は
、（
仮
称
）区
立
一
番
町
保
育
園

と
し
、運
営
の
み
民
営
と
す
べ
き
で

す
。こ
の
考
え
方
は
、同
じ
く
一番
町

に
あ
る「
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
一
番
町
」

と
同
じ
で
す
。「
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
一

番
町
」は
区
立
施
設
で
す
が
、運
営

は
民
間
の
社
会
福
祉
法
人
で
す
。

【
主
張
７
】

新
た
な
保
育
園
に

学
童
ク
ラ
ブ
の
併
設
は
必
要
。

　

保
育
園
卒
園
後
の
保
護
者
の
最

大
の
心
配
事
は
、学
童
ク
ラ
ブ
に
入

会
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
。

　

現
在
、麹
町
小
学
校
通
学
区
域

内
に
は
、学
童
ク
ラ
ブ
が
２
ク
ラ
ブ

し
か
な
く
、定
員
は
あ
わ
せ
て
80
人

で
す
。こ
れ
に
対
し
て
、麹
町
小
学

校
の
児
童
数
は
３
７
４
人
、学
童
ク

ラ
ブ
の
入
会
希
望
者
が
多
い
小
学

校
１
～
３
年
生
だ
け
で
も
１
６
６
人

お
り
、満
員
状
態
で
す
。

　

お
ひ
さ
ま
広
場
を
含
む
麹
町
保

育
園
旧
園
舎
跡
地
に
整
備
す
る
新

た
な
保
育
園
に
も
学
童
ク
ラ
ブ
を

整
備
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

嶋崎幹事長
山田みきさん
特別対談

麹
町
地
域
の
保
育
園
の
整
備
に

つ
い
て
私
た
ち
は
考
え
ま
す
。



①観光施策をどのように具
現化していくのか。その中で、	

区と観光協会との役割のすみ分けの
他、地域の発意をどのように引き出し
ていくのか。
②タウンマネジメントは、商工観光
に有効な手法である。秋葉原タウン	
マネジメントの検証も含め、区は地域
の主体的な活動に対し、どのように	
向き合っていくのか。

▼
①区として、どのような魅力がある
のかを把握するとともに、魅力を高

めていくことが肝要である。そして、観光協
会が本区のさまざまな顔を積極的に打ち
出すことによって、千客万来の地域がで
きると考える。また、地元の町会や商店街、
企業やＮＰＯ、ボランティア等、地域で活
動するさまざまな主体と連携していくことで、
民間ならではの発想を生かし、その事業
範囲を広げていくことが必要である。②秋
葉原タウンマネジメントは、アキバ・ウェル
カム・サービス事業を支援する等、「まちを
生かす」取り組みを進めている。区は、支
援策の一環として、地域のまちづくりを担
う法人を「都市再生整備法人」に指定し
ていくための条件整備を進めていく。

①国が主導し、多くの自治体で
活用事例があるＣＡＳＢＥＥ（建

築環境総合性能評価システム）を、環
境モデル都市である千代田区への導
入に向けて検討を開始すべきでは。
②千代田区交通安全計画を見直しの
中で、コミュニティ道路をどのように
位置づけ、安全・快適で車と共存する
人に優しい街づくりを図っていくのか
見解を問う。

▼
①他自治体のＣＡＳＢＥＥ取り組み
状況等を調査し、本区の「建築物

環境計画書評価制度」の改善を図って
いく。
②交通安全の諸課題を整理し、コミュニ
ティ道路の考え方も踏まえて、千代田区
交通安全計画の見直しを進めていく。

髙山はじめ
観光施策と商工について 環境と安全に配慮した

街づくりについて

代表質問 内田直之一般質問

▶［平成２4年 第2回 区議会定例会］

永田壮一一般質問

問 問

答 答

①東京都の新たな被害想定等
を踏まえた、本区における防災

対策の方向性は。
②都市計画において事前復興の考え
方を示し、具体的な地区計画へ早急
に反映させるべきでは。
③最重要課題である建物の耐震診
断・耐震改修の実施率を上げる方策を
考えるべきでは。
④老朽危険家屋の実態調査を早急に
実施すべきであり、見解を問う。

▼
①建物の耐震化の他、負傷者へ
の応急救護体制の確保や帰宅困

難者への対応を進めていく。
②地域の方 と々まちの課題を確認し、道
路や建築物のあり方等の議論を経て定
めた平常時の目標・方針が、復興後目標

想定される
巨大地震対策について

問①「歯科口腔保健に関する	
条例」の制定に向けた認識は。

②条例制定にあたっての検討方法や
スケジュールは。

▼
①区の基本理念や基本的な施
策、責務等を明らかにし、歯と口腔

の健康づくりの拠りどころとなる条例を目
指していく。②検討委員会を設置し検討し
ており、早期に条例提案ができるよう作業
を早めていく。

歯科及び口腔保健の
推進について

問

答

答

通学路での悲惨な事故が頻発
している中で、全国的に通学

路の環境整備が求められている。こ
れまでも子どもの安心・安全を目的に、
「ちよだまちかど見守り隊」や「こど
も１１０番協力の家」など、子どもたち
を守るために地域住民・保護者・学校
が一体となって活動してきた。今後も
事件・事故の発生を未然に防ぎ子ども
が安心して登下校できるよう、さらな
る環境整備を求める。

▼
通学路の危険箇所は随時、学校・
警察・区等で安全点検等行い必要

な改善は行っている。現在、国において通
学路の安全対策に向け関係機関合同に

通学路の
交通安全対策について

現政権は生活保護受給者に対
して依存体質を拡大させてし

まっているが、国家・社会のために貢
献しようとする層を育てるのが我々
保守の立場である。調査権限・罰則
強化等不正を許さない制度改革が必
要である。本区の受給世帯数・ケース
ワーカー等の生活保護対策の現状を
問う。

千代田区における生活保護
の状況について

問

答

問

答

①不活化ポリオワクチンの	
導入について、どのように対応

するのか
②不活化ポリオワクチンは、生ワクチ
ンに比べて単価が相当高くなるため、
財政的な裏付けをもって対処すべき
ではないか。

▼
①医師会等と協議し、接種医
療機関の決定や説明会の実施

等、円滑な導入に向けて準備している。 
②財政的措置に努めるとともに、確実な
接種体制の構築に努めていく。

子どもの予防接種について

問

答

コミュニティ活性化事業助成に関する問題については、第一回
定例会予算特別委員会生活福祉分科会での議員からの質
問を発端に、区から、不適切な取り扱いがあった補助金につい
て、違約加算金も含め東神田町会から返還を受けたとの報告
が生活福祉委員会になされました。その後、関連する2件の陳
情も含めて、生活福祉委員会で調査を進めてきました。
現在、東神田町会では、この件について、会長はじめ役員が警
察当局と相談しながら、調査委員会を立ち上げ、適正化に向け
た取り組みを進めていることも明らかになりました。
今般、新たに2件の陳情が生活福祉委員会に送付されたとこ
ろですが、そのうちの１件は、東神田町会役員が補助金の不

正受給の疑いがあると区へ相談したところ、その相談内容が
当該町会内に漏れたので、この区の不適切な対応について調
査を望むというものです。
生活福祉委員会では、本件に関し、これまでも精力的に調査を
行ってまいりましたが、通常の委員会調査では執行機関の答
弁に行き詰まりがあるなど、真相究明には至っておりません。
よって、その原因究明と再発防止を図る観点から、徹底した調
査を行う必要があり、調査事項を「東神田町会へのコミュニティ
活性化事業助成にかかる執行機関の守秘義務に関する事
項」とし、生活福祉委員会に地方自治法第98条第1項及び同
法第100条第1項の権限委任を求めました。

生活福祉委員会に100条調査権が付与される

よる安全点検の実施や危険箇所の抽出、
整備についての取り組み中である。本区
ではこれまでの点検結果に基づく対策を
進めつつも、国における交通安全対策の
動向を注視し安全な通学路の整備に努
めていく。

▼
本区の生活保護受給者は６１３
世帯（６割が路上生活者）である。

ケースワーカーは７人体制で受給者への
生活相談・指導・就労自立に取り組んで
いる。また、最低年２回の戸別訪問を行い
生活実態の把握にも努めている。返還を
求めた事例はあるが悪質な不正受給者
はいない。

とする市街地像につながると考える。
③対象世帯の拡大等、制度の充実を
図っており、さまざまな機会に周知していく。
④私有財産であり、取り扱いには慎重な
配慮が求められるが、地域とも連携し情
報収集や実態把握に努めていく。


